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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和元年１２月１０日 

件  名 消費税率引き上げによる事業者への影響について 

所管部課 産業経済部 産業政策課 

内  容 

事業者へのアンケート調査結果や関係機関との意見交換の内容を、下記のとお

り報告する。 

 

１ 東京都信用金庫協会聴き取り調査 

（１）調査概要 

ア 調査機関  一般社団法人東京都信用金庫協会 

イ 調査手法  信用金庫営業店から企業へ聴取 

ウ 調査時期  令和元年９月上旬(令和元年７月～９月期対象) 

エ 有効回答数 ５２７社(調査対象５３０社) 

オ 業種分類  製造業、建設業、不動産業 

卸売業(建築材料、機械器具、食料品、衣服等) 

小売業(飲食料品、飲食店、家具、紳士服等) 

サービス業(自動車整備、理容、美容、メンテナンス等) 
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（２）調査結果 

ア 消費税率引上げに伴う売上への影響について 

（ア）区全体としては、「どちらともいえない」(３５％)が最も多い。 

（イ）次に「わからない」(３０．９％)となっている。 

（ウ）業種別の特徴として、卸売業の約半数が「どちらともいえない」 

(４６．７％)、サービス業の４０％超が「わからない」(４２．２％) 

と回答している。 

 

 

 
※ 網掛け部分は単位％ 

 

足立区総数 525 184 35.0 162 30.9 70 13.3 109 20.8

製  造  業 208 67 32.2 73 35.1 24 11.5 44 21.1

卸  売  業 30 14 46.7 7 23.3 3 10.0 6 19.9

小  売  業 134 51 38.1 32 23.9 16 11.9 35 26.2

サービス業 64 19 29.7 27 42.2 10 15.6 8 12.5

建  設  業 59 22 37.3 16 27.1 9 15.3 12 20.4

不 動 産業 30 11 36.7 7 23.3 8 26.7 4 13.3

1人～4人 288 104 36.1 81 28.1 37 12.8 66 22.8

5人～9人 104 32 30.8 39 37.5 16 15.4 17 16.4

10人～19人 67 26 38.8 20 29.9 5 7.5 16 23.9

20人～300人 66 22 33.3 22 33.3 12 18.2 10 15.2

業
 
種

従
業
者
規
模

今後減少する回答数 どちらともいえ
ない

わからない 影響はない・変
わらない
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イ 消費税率引上げに伴う販売価格への反映・転嫁 

（ア）区全体としては「一部の反映にとどまる」(３４．４％)が最も多い。 

（イ）「全部反映できる」（２６．３％）を含めて、６０％以上が、価格転嫁

を行えるとしている。 

（ウ）次に「わからない」（３３．４％）となっている。 

（エ）業種別の特徴として、建設業は「一部反映にとどまる」（４４．１％）

との回答割合が突出して多くなっている。 

 

 

※ 網掛け部分は単位％ 

 

足立区総数 524 138 26.3 180 34.4 31 5.9 175 33.4

製  造  業 208 49 23.6 68 32.7 17 8.2 74 35.6

卸  売  業 30 11 36.7 9 30.0 0 - 10 33.3

小  売  業 134 32 23.9 50 37.3 6 4.5 46 34.3

サービス業 63 19 30.2 19 30.2 3 4.8 22 34.9

建  設  業 59 16 27.1 26 44.1 4 6.8 13 22.0

不 動 産業 30 11 36.7 8 26.7 1 3.3 10 33.3

1人～4人 288 63 21.9 95 33.0 22 7.6 108 37.5

5人～9人 103 35 34.0 29 28.2 4 3.9 35 34.0

10人～19人 67 19 28.4 27 40.3 4 6.0 17 25.4

20人～300人 66 21 31.8 29 43.9 1 1.5 15 22.7

一部の反映（転
嫁）にとどまる

まったく反映
（転嫁）できな
い

わからない

業
 
種

従
業
者
規
模

回答数 全て反映（転
嫁）できる



5 

ウ 軽減税率制度の導入に伴う対応について 

（ア）区全体として、「自社とは関係ない」（４０．３％）が最も多い。 

（イ）次に「対応すべきだができていない」（２６．４％）となっている。 

（ウ）業種別の特徴として、軽減税率制度の対象品目である飲食料品を扱わ

ない業種が、「自社とは関係ない」と回答している一方で、「対応すべき

だが、できていない」との回答は、小売業で４３．３％、サービス業で

３９．１％となっている。 

（エ）従業員規模別にみると、従業員１～４人の事業者のうち「対応すべき

だが、できていない」と答えた割合が３５％となっており、他の従業員

規模に比して高い割合となっている。 

 

 

※ 網掛け部分は単位％ 

 

足立区総数 519 29 5.6 65 12.5 13 2.5 137 26.4 209 40.3 66 12.7

製  造  業 204 8 3.9 27 13.2 4 2.0 35 17.2 100 49.0 30 14.7

卸  売  業 30 2 6.7 4 13.3 0 - 5 16.7 15 50.0 4 13.3

小  売  業 134 11 8.2 23 17.2 4 3.0 58 43.3 23 17.2 15 11.2

サービス業 64 4 6.3 5 7.8 2 3.1 25 39.1 21 32.8 7 10.9

建  設  業 59 2 3.4 6 10.2 3 5.1 9 15.3 31 52.5 8 13.6

不 動 産業 28 2 7.1 0 - 0 - 5 17.9 19 67.9 2 7.1

1人～4人 286 11 3.8 30 10.5 10 3.5 100 35.0 94 32.9 41 14.3

5人～9人 101 9 8.9 16 15.8 0 - 20 19.8 47 46.5 9 8.9

10人～19人 67 5 7.5 11 16.4 2 3.0 10 14.9 30 44.8 9 13.4

20人～300人 65 4 6.2 8 12.3 1 1.5 7 10.8 38 58.5 7 10.8

自社とは関係な
い

そもそも、自社
と関係があるか
わからない

業
 
種

従
業
者
規
模

回答数 対応は完了した 対応はほぼ完了
した

対応を始めた
が、間に合わな
い

対応すべきだ
が、できていな
い
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２ 足立区しんきん協議会との情報交換会 

令和元年１１月２９日、区内に支店を置く９信用金庫で組織する、しん

きん協議会と、上記調査内容や、各信用金庫が独自に行った事業者へのヒ

アリング結果等について、情報交換を行った。 

（１）消費税率変更に伴う事業者への影響について 

・ ７～８割程度の事業者は影響がなく、関心がない。 

・ 固定客が多い事業者は、客足への影響がない。 

・ １０月は台風、１２月～１月は平常期でないため、それ以降に影

響を見る必要がある。 

・ そもそも、増税に関することよりも、他の問題（働き方改革、貿

易摩擦等）の関心が高い。 

（２）新レジの導入について 

・ 従前どおりで、入れ替えない。 

・ 訪問した事業者の８割は新レジを導入していない。 

※ ２１事業者中、３事業者（サービス１、小売２）のみ新レジ導入 

（３）キャッシュレス決済について 

・ 消費者のポイント還元に対する意識は高く、カード決済が急激に

増えている。 

・ 事業者側の対応は進んでいない。 

（対応が進んでいない理由） 

・ クレジットカード決済は、現金化に１～２ヶ月程度かかる。 

・ 高齢の経営者は、キャッシュレス決済を導入するつもりがない。 

・ キャッシュレス決済の手数料メリットが、令和２年６月に終了

するため、手数料負担に不安感がある。 

※ 商店街振興組合連合会加盟事業者のうち、キャッシュレス決済大

手ＰａｙＰａｙ導入事業者は約２２０店（令和元年９月末現在）。 

問 題 点 

今後の方針 

今後、決算期、キャッシュレス決済の手数料メリットが終了以降に、事業

者への影響を把握していく。 

 



7 

産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
    令和元年１２月１０日 

件  名 産業支援施策構築委託の今後の予定について 

所管部課 産業経済部 産業政策課 

内  容 

 産業施策構築委託の今後の予定について、下記のとおり報告する。 

 

１ 委託事業者 

  株式会社 ロフトワーク（渋谷区道玄坂一丁目２２番７号） 

 

２ 事業効果 

（１）創業等を希望する事業者の発掘、育成及び集積 

（２）事業者の新しいネットワーク拡大・創出 

（３）区の魅力を発信 

 

３ 取組内容（予定）  ※ 別紙参照 

（１）パネルディスカッション（５０社×２回） 

   令和２年１月２５日（土）、２月２２日（土）開催予定 

（２）集中ワークショップ（３回） 

   令和２年２月３日（月）、４日（火）、１４日（金） 

（３）メンタリング 

   随時 

（４）展示会（Ｊａｐａｎ Ｂｒａｎｄ Ｆｅｓｔｉｖａｌ） 

   令和２年３月５日（木）～８日（日） 

（５）Ｏｐｅｎ Ｆａｃｔｏｒｙ（プレ実施） 

   令和２年３月（日付未定） 

 

４ 本事業の対象となる事業者の公募について 

上記３（１）は「公社ニュースときめき」令和２年１月号にて周知予定。 

また、（２）～（４）の対象となる事業者を令和元年１２月に公募し、令和

２年１月に８社程度を選定予定。 

 

５ 情報発信 

本事業の取り組みの経過やコンセプト等を、区、委託事業者それぞれのホ

ームページや、ＳＮＳ（ｎｏｔｅ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ｔｗｉｔｔｅｒ）等で

発信しいく。 

問 題 点 

今後の方針 

本事業については、今年度の実施結果を踏まえた改善を行い、令和２年

度の拡大実施を目指していく。 



8 

 

別 紙 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和元年１２月１０日 

件  名 プレミアム付商品券の未申請者向け再通知及び広報の実施について 

所管部課 産業経済部 プレミアム付商品券担当課 

内  容 

プレミアム付商品券事業における、住民税非課税対象の未申請者に対

する再通知及び広報の実施について報告する。 

 

１ 住民税非課税対象の未申請者に対する再通知 

（１）実施概要 

国から９月１３日付で、住民税非課税対象の未申請者に対する再

通知を１１月末までに実施するよう、強い要請があった。 

その要請を受けて区としては、分割購入ができる点、区民に身近

な使用場所の周知など案内物の改善を図りつつ、最小限の経費 

（約１４,５００千円）で再通知を実施した。 

※ 再通知に要した経費は、全額国の補助金の対象 

 

（２）再通知発送日 

令和元年１１月２２日（金） 

 

（３）再通知発送件数 

９０,８７９件 

【内訳】 ※ 件数、申請率は、再通知発送者抽出日時点 

（１１月１３日）の数値 

 

※ 申請率は、２３区中４位 

    順位は、１１月１９日付２３区調査結果による 

 

項目 件数 

住民税非課税対象者への総通知件数…① １３２,１３５件 

申請受理件数          …② ３７,７８５件 

再通知対象外件数（７月初回通知後に修正

申告で課税者になった、死亡など）   

                 …③ 

３,４７１件 

再通知発送件数      …①－②－③ ９０,８７９件 

申請率          …②／① ２８.６０％ 



10 

２ 本商品券事業における広報 

（１）広報の目的 

ア 住民税非課税対象の未申請者に対する申請促進 

イ 子育て世帯も含め、購入対象者全体に対する購入促進 

ウ 期限内の商品券使用促進 

 

（２）広報内容 （※ 今後実施予定のものを含む。） 

  ア 申請促進 （※ 申請期限：令和元年１２月２７日） 

（ア）あだち広報１１月１０日号 

  （イ）公社ニュース「ときめき」１２月号 

  （ウ）町会自治会掲示板にポスター掲示（１１月２６日掲示依頼） 

  （エ）Ｊ：ＣＯＭ足立デイリーニュース（１１月２１日放送） 

     ※ （イ）（ウ）（エ）は、購入促進も含めて実施 

  イ 購入促進 （※ 購入期限：令和２年２月２９日） 

  （ア）あだち広報１２月１０日号 

（イ）各駅情報スタンドにチラシ配架（１２月２日配架開始） 

ウ 使用促進 （※ 使用期限：令和２年３月３１日） 

（ア）あだち広報２月２５日号 

（イ）公社ニュース「ときめき」２月号 

エ その他 （※ 上記３点の広報目的に合わせて複数回実施） 

（ア）ビュー坊テレビ 

（イ）区のフェイスブック、ツイッター 

（ウ）ひとり親家庭応援「豆の木メール」 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

・ 再通知及び様々な広報を実施することで、一人でも多くの対象者に

本商品券事業について改めて知ってもらえるよう働きかけていく。 

・ ９月２４日から商品券の販売を開始し、１０月１日から使用を開始

しているが、販売及び使用状況については、次回の産業環境委員会

で中間報告する。 

  



11 

産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  

令和元年１２月１０日 

件  名 足立ブランド認定推進事業の今後の方向性について 

所管部課 産業経済部 産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 足立ブランド認定企業の実態調査結果 

（１）調査対象：平成３０年度足立ブランド認定企業（５３社） 

（２）調査時期：平成３１年１月 

（３）調査票回収率：９０．６％（４８社） 

（４）調査内容 

  ア 足立ブランド認定の効果・成果に対する満足度 

  イ 足立ブランド認定による直接・間接の効果 

  ウ 足立ブランド認定前と現在との比較 

（５）調査結果 

調査結果は、別紙１のとおり 

ア 足立ブランド認定の効果・成果に対する満足度 

  認定効果・成果に対する満足度は高く、「満足」と「やや

満足」を合わせるとほぼ９割で、とくに従業員の少ない企業

が、満足度が高くなっている。 

イ 足立ブランド認定による直接・間接の効果 

  認定による直接・間接の効果は、「情報・知識の取得」「企

業の認知度・知名度の向上」「ＰＲ・発信力の拡充」「企業の

活性化・モチベーションの向上」が、「効果あり」と「やや

効果あり」を合わせて９割を超えている。 

ウ 足立ブランド認定前と現在との比較 

  認定前と比較して、売上額及び従業員数が１０％以上増加

している企業の割合は、売上額は約４割、従業員数は約３割

となっている。 

 

２ 見本市の出展結果 

  昨年と今年に出展した大型見本市の出展結果は別紙２のとおり。 

  現在、出展効果が高いと予想される大型見本市を選んで、「機械

要素技術展」と「国際雑貨ＥＸＰＯ」に出展している。会場で確保

した名刺の数や説明した人数、商談可能性件数及び商談可能金額等

から、出展の成果を見ることができる。 
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３ 足立ブランド認定事業開始時からこれまでの事業状況 

  別紙３のとおり 

 

４ 足立ブランドの今後の方向性 

認定企業は、一定の成果を得ているが、事業全体としては、「新

たな魅力の開拓とＰＲ活動」、「他の地域ブランドとの競争力強化」、

「世界に向けたブランド価値の創出」等に向けた変革が必要であ

る。今後、抜本的な対策として、事業委託内容の見直しを行い、専

門性を重視して事業者を選定し、事業を推進していく。 

  

問 題 点  

今後の方針 

令和２年度に向けて、プロポーザルによる提案を受けて、「認定に

係る運営業務委託」と「ＰＲに係る運営業務委託」に分けて事業者を

選定する。  
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 別 紙１  

１ 足立ブランド認定企業の実態調査結果 

（１）足立ブランド認定の効果・成果に対する満足度          （単位：％） 

 満足 

Ａ 

やや満足 

Ｂ 
Ａ+Ｂ 

やや不満 

Ｃ 

不満 

Ｄ 
Ｃ+Ｄ 

全体（48社） 58.3 31.2 89.6 8.3 2.1 10.4 

従業員 3 人以下（11社） 72.7 27.3 100.0 0 0 0 

従業員 4～9人（12社） 66.7 25.0 91.7 0 8.3 8.3 

従業員 10～19人（15社） 46.7 33.3 80.0 20.0 0 20.0 

従業員 20人以上（10社） 50.0 40.0 90.0 10.0 0 10.0 

 

（２）足立ブランド認定による直接・間接の効果            （単位：％） 

 効果あり 

Ｅ 

やや効果あり 

Ｆ 
Ｅ+Ｆ 効果なし 

企業の活性化・モチベーションの向上 60.9 30.4 91.3 8.7 

企業の認知度・知名度の向上 57.4 38.3 95.7 4.3 

ＰＲ・発信力の拡充 55.3 40.4 95.7 4.3 

情報・知識の取得 48.9 48.9 97.9 2.1 

横のつながりの拡充 48.9 31.9 80.9 19.1 

信用度の向上（取引面・金融面） 41.7 43.8 85.4 14.6 

受注先・販路の拡大 41.3 32.6 73.9 26.1 

自社ブランド製品の創出・充実 29.8 40.4 70.2 29.8 

足立ブランド企業同士の受発注 29.2 54.2 83.3 16.7 

外注先の拡大 19.6 47.8 67.4 32.6 

事業のスムーズな承継 17.8 28.9 46.7 53.3 

 

（３）足立ブランド認定前と現在との比較               （単位：％） 

 大幅増加 
(+50％以上) 

Ｇ 

増 加 
(+10～+50％) 

Ｈ 

Ｇ+Ｈ 

横ばい 
(+10~-10％) 

Ｉ 

減 少 
(-10～-50％) 

Ｊ 

大幅減少 
(-50％以下) 

Ｋ 

Ｉ+Ｊ+Ｋ 

売上額 12.5 25.0 37.5 47.5 10.0 5.0 62.5 

従業員数 6.4 23.4 29.8 46.8 23.4 0.0 70.2 
従業員一人 
あたり売上額 

15.0 27.5 42.5 40.0 12.5 5.0 57.5 
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 別  紙 ２  

２ 見本市の出展結果 

 機械要素技術展 

平成 30 年 6 月 22 日 

～6 月 22 日 

場所：東京ビッグサイト 

国際雑貨ＥＸＰＯ 

平成 30 年 7 月 4 日 

～7 月 6 日 

場所：東京ビッグサイト 

国際雑貨ＥＸＰＯ 

令和元年 6 月 26 日 

～6 月 28 日 

場所：東京ビッグサイト 

出展企業数 １６社 ２３社 １５社 

会場で確保した名刺の数 ７２６枚 ９２５枚 １，０８７枚 

会場での商品説明人数 ８２１人 １，４９０人 １，８８０人 

その後の問い合わせ件数 ６１件 １１４件 １２５件 

売約済み件数 ５件 ２０件 １６件 

売約済み金額 １８万円 １２１万円 １７１万円 

今後の商談可能性件数 ５２件 ９４件 ９２件 

今後の商談可能金額 ６６０万円 ２，３８５万円 ２，０５０万円 

１社平均・商談可能性件数 ３．３件 ４．１件 ６．１件 

１社平均・商談可能金額 ４１．３万円 １０３．７万円 １３６．７万円 
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ブランド企業の 

審査選定・ 

チーム編入 

 

ブランド候補を、

調査資料に基づき

審査し、ブランド

として選定、チー

ム活動に編入する 

 

ステップ２ 

集 結 

 

 

 

 

 

 

 

新たな魅力の開拓とＰＲ活動 

他の地域ブランドとの競争力強化 

 世界に向けたブランド価値創出   

ステップ４ 

 

変 革 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

地域資源であるブ

ランド候補の 

発掘調査 
 

優れた技術・製品
等を有し、かつ地
域愛の強い企業を
発掘調査し、その
企業をブランド候
補とする 

ステップ１ 

発 掘 

 

 

 

 

 

ブランドチームの

発信活動 

 

チームとして様々

な活動により、「足

立のものづくり」

と「足立」をＰＲ

発信していく 

ステップ３ 

運 動 

 

Ｈ２６～ 次の１０年に向けたステップアップ 

ブランド運動の先進化 

ネットワークの広域化 

独自活動の多様化 

 

平
成
⒚
年
度 

足
立
ブ
ラ
ン
ド
認
定
推
進
事
業 

開
始 

  

 

 

「ネガティブイメージ」を背負うまち「足立」 

 

・「犯罪」「貧困」といったネガティブイメージ

が先行 

 

事業開始時（平成１９年度）の背景 

「足立区」のイメージアップを！ 

~ 施策の一つとして足立ブランド事業開始～ 

  

10 年間における「足立区」イメージの大きな変化 

～ 「誇れるまち足立」へ ～ 

 ・犯罪認知件数がピーク時の３分の１へ 

 ・大学誘致をはじめとしたまちづくりの進展 

 ・シティプロモーションを中心とするＰＲ活動 

 ・世論調査における「足立区に誇りを持つ」人の 

  増加（約３５％⇒約５０％） 

更なる魅力を感じる 

「選ばれるまち」足立へ！ 

 

次の 10 年は・・・ 

【足立区イメージアップ戦略について】 

平成１９年度～平成２５年度 

【足立ブランド開始時からこれまでの事業状況】 

足立区イメージアップへの波及 

 

 
Ｈ２６より変革を掲げた当事業だが、実

際には出展見本市の変更等、細部の見直

しや修正に留まっているのが現状であ

る。 

足立区のイメージアップに波
及する変革が課題である。 

《足立ブランドの現状》 

 

別 紙 ３ 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料

令和元年１２月１０日 

件  名 
足立区・ベルモント市姉妹都市提携３５周年記念 

ベルモント市使節団の来日について 

所管部課 産業経済部 産業振興課、一般財団法人足立区観光交流協会 

内  容 

足立区との姉妹都市提携３５周年を記念し、ベルモント市使節団が来

日するので報告する。 

１ 来日使節団人数 

  ２２名（予定） 

※ 例年は学生の相互交流を実施している。周年の今年度は、ベル

モント市幹部・市議・公募市民の来日を予定。

２ 日程 

令和２年１月１６日（木）～２３日（木）（８日間） 

・ １月１６日（木）、午後６時～午後８時３０分(予定)

ウェルカムパーティー（歓迎会）

会場 花畑公園・桜花亭 

・ １月２２日（水）、午後６時～午後８時３０分(予定)

フェアウェルパーティー（送別会）

会場 上野精養軒本店 

３ 主な視察先 

（１）区内

区役所本庁舎・議会棟、ベルモント公園、花畑大鷲神社、西新井

大師、区立小学校でおいしい給食試食、エンブレムホステルでのワ

ークショップ体験等を予定 

（２）区外

東京スカイツリー、江戸東京博物館、上野周辺、大井競馬場（メ

ガイルミ）、銀座、箱根観光等を予定 

４ その他 

来日期間中、区役所１階アトリウムにおいて「足立区・ベルモント

市姉妹都市提携３５周年記念パネル展」を開催する。 

問 題 点 

今後の方針 

昨年ベルモント市を訪問した学生や英語マスター講座の修了生たちが、

使節団メンバーと交流できる場の設定を予定している。 

庁内関係所管や視察先と綿密に調整し、ツアースケジュールや相互交

流が円滑に進むよう連携していく。 
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